
 

平成 31 年 4 月 25 日 

保 護 者 様 

                      大阪市立新北島中学校 

                       校長    土谷  俊治 

 

学校給食費（4、5月分）の納入について 

 

平素は本校教育推進のためご理解、ご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

さて、標題について、平成31年4、5月分の口座振替を令和元年5月10日（金）に行います。 

つきましては、「学校給食費額決定通知書」を参照のうえ、振替日の前日（5月9日）までに、預金口座の残金を確

認していただき、次の金額をご準備いただきますようお願いします。 

 （参考までに、「学校給食費額決定通知書」の文面を裏面に載せております。） 

                                  記 

学 年 給  食  費 

1 年 7,200円 

2 年 7,200円 

3 年 7,200円 

 

＊食物アレルギー等により喫食できない方については、上記の金額とは異なります。 

＊学校給食費額決定通知書の金額を引き落としますが、実際の喫食額と異なる場合があります。その差額に

つきましては年度末に精算させていただきます。 

＊「学校給食費額決定通知書」を紛失された方は、再発行が可能ですので、本校 事務室までご連絡ください。

お子様を通じて再度、お渡しします。 

＊学校給食費以外の生徒費・積立金・ＰＴＡ会費が引き落とされる「ゆうちょ銀行」の口座と異なる、他の金融 

機関の口座を給食費口座にご指定されている方は、入金先をお間違えのないようご注意ください。 

＊口座振替日に指定口座より引き落としができなかった場合、後日「未納通知書」と「納付書」をお渡しします

ので、納入期限までに金融機関にて納付をお願いいたします。 

＊給食費口座未登録の方は、所定の納付書にて5月10日（金）までにお近くの金融機関で納付してください。 

現金事故防止の観点から、学校へ持参することはご遠慮願います。 

＊生活保護を受けている方は学校給食費の口座振替はありません。 

＊就学援助に認定された方は、上記金額から2分の1の額が就学援助費より充当されますので、残りの半額を

お納めください。 なお、就学援助申請中の方は、認定通知が届くまでは上記金額を納入してください。 

  ＊次回の口座振替日は 6月10日（月） です。 

 

お問い合わせ先：新北島中学校 事務室 （℡ 6683-0071） 




